
 

 
 

国の「サポカー補助金」について 
 
 

１ 趣旨 

サポカー（セーフティ・サポートカー）の普及を進め、高齢運転者による交通事故を

減らすため、経済産業省及び国土交通省による「サポカー補助金」の申請受付が始まっ

ています。 
市内におけるサポカー普及のため、より多くの皆様に「サポカー補助金」を活用いた

だけるよう、各自治会・町内会掲示板への啓発ポスター（別添資料表面）掲出につい

て、ご協力をいただきますようお願いいたします。 
なお、この補助金の申請受付は、令和２年３月から開始されていますが、予算がなく

なり次第終了となります。 
※新型コロナウイルス感染症の収束状況を踏まえ、ポスター掲出時期等は改めて調整

させていただきます。 
 

２ 補助金の概要 

(1) 対象者 

令和２年度中に 65歳以上となる方 

（令和２年度中に 65歳以上となる運転者を雇用する事業者を含む） 
 

(2) 補助対象車両等及び補助額 

ア サポカー車両（新車・中古車）の購入に対する補助（車両購入者が申請） 

搭載される機能 

新 車 

(R1.12.23以降新規登録） 
中 古 車 

(R2.3.9 

以降登録） 登録車 

(軽以外) 
軽自動車 

・衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者)  

・ペダル踏み間違い時急発進抑制装置 
10万円 ７万円 ４万円 

・衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者)のみ ６万円 ３万円 ２万円 

 

イ ペダル踏み間違い時急発進抑制装置の取付けに対する補助(認定取扱事業者が申請） 

・障害物検知機能つき（R2.3.9以降取付） ４万円 

・障害物検知機能なし（   〃   ） ２万円 

 
３ 「サポカー補助金」に関する問合せ先 
 

 一般社団法人 次世代自動車振興センター 
 

コールセンター：0570-05-8850  受付時間 ９：00～17：15（土・日・祝日は休み） 

市 連 会 ５ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ２ 年 ５ 月 1 2 日 
道路局総務部交通安全･自転車政策課 

（担当）        
道路局 交通安全･自転車政策課 

 酒井 電話 045-671-2775 
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